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○

輸
入
差
止
申
立
て
等
に
係
る
損
害
賠
償
供
託
金
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
法
務
省
・
大
蔵
省
令
第
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
申
立
て
の
手
続
）

（
申
立
て
の
手
続
）

第
一
条

関
税
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
十
二
条
の
八
第
一

第
一
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
の
八

項
に
規
定
す
る
権
利
の
実
行
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一

第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
の
実
行
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

に
よ
る
申
立
書
に
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
判
決
の
謄
本
、
和
解
を
証
す

第
一
に
よ
る
申
立
書
に
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
判
決
の
謄
本
、
和
解
を

る
書
面
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長
に
提

証
す
る
書
面
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
税
関
長

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
書
）

（
確
認
書
）

第
二
条

令
第
六
十
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
関
税
法
（
以

第
二
条

令
第
六
十
一
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
関
税
定
率
法

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
九
条
の
六
第
六
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
権
利
を

る
こ
と
を
確
認
す
る
書
面
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
書
面
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
九
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
金

２

法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
金

銭
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
以
下
「
担
保
」
と
い

銭
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
以
下
「
担
保
」
と
い

う
。
）
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
供
託
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
法

う
。
）
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
供
託
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
法

務
省
令
第
二
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
供
託
物
払
渡

務
省
令
第
二
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
供
託
物
払
渡

請
求
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
は
、
前
項
に
規
定
す
る
書
面
を
も
つ
て
足
り
る

請
求
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
は
、
前
項
に
規
定
す
る
書
面
を
も
つ
て
足
り
る

。

。

（
還
付
の
手
続
）

（
還
付
の
手
続
）

第
三
条

税
関
長
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
よ
う
と
す
る

第
三
条

税
関
長
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
担
保
を
供
託
し
た
者
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
機

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
担
保
を
供
託
し
た
者
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
機

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
有
価
証
券
の
換
価
）

（
有
価
証
券
の
換
価
）

第
四
条

税
関
長
は
、
令
第
六
十
二
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券

第
四
条

税
関
長
は
、
令
第
六
十
一
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券

を
換
価
す
る
た
め
そ
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
供
託
物
払
渡
請

を
換
価
す
る
た
め
そ
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
供
託
物
払
渡
請

求
書
二
通
を
供
託
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

求
書
二
通
を
供
託
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

税
関
長
は
、
有
価
証
券
を
換
価
し
た
と
き
は
、
換
価
代
金
か
ら
換
価
の
費

２

税
関
長
は
、
有
価
証
券
を
換
価
し
た
と
き
は
、
換
価
代
金
か
ら
換
価
の
費

用
を
控
除
し
た
額
を
、
当
該
有
価
証
券
に
代
わ
る
金
銭
と
し
て
供
託
し
な
け

用
を
控
除
し
た
額
を
、
当
該
有
価
証
券
に
代
わ
る
金
銭
と
し
て
供
託
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
供
託
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
還

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
供
託
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
還

付
さ
れ
た
有
価
証
券
を
供
託
し
た
者
が
供
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。

付
さ
れ
た
有
価
証
券
を
供
託
し
た
者
が
供
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

税
関
長
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
前
項

４

税
関
長
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
前
項

に
規
定
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
規
定
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
戻
し
の
手
続
）

（
取
戻
し
の
手
続
）

第
五
条

税
関
長
は
、
法
第
六
十
九
条
の
六
第
八
項
第
三
号
の
確
認
を
し
よ
う

第
五
条

税
関
長
は
、
法
第
二
十
一
条
の
三
第
八
項
第
三
号
の
確
認
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
条
第
一
項
の
貨
物
の
輸
出
者
に
対
し
、

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
条
第
一
項
の
貨
物
の
輸
入
者
に
対
し
、

意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

税
関
長
は
、
法
第
六
十
九
条
の
六
第
八
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
通

２

税
関
長
は
、
法
第
二
十
一
条
の
三
第
八
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
通

知
を
し
た
と
き
、
同
項
第
三
号
の
確
認
を
し
た
と
き
、
又
は
同
項
第
四
号
若

知
を
し
た
と
き
、
同
項
第
三
号
の
確
認
を
し
た
と
き
又
は
同
項
第
四
号
若
し

し
く
は
第
五
号
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
通
知
、
確
認
又
は
承
認
の
相

く
は
第
五
号
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
通
知
、
確
認
又
は
承
認
の
相
手

手
方
に
対
し
、
様
式
第
三
に
よ
る
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
に
対
し
、
様
式
第
三
に
よ
る
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

担
保
の
取
戻
し
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
供
託
規
則
第
二
十
五
条
第

第
六
条

担
保
の
取
戻
し
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
供
託
規
則
第
二
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
物
払
渡
請
求
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
は
、
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
物
払
渡
請
求
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
は
、
前
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
証
明
書
を
も
つ
て
足
り
る
。

二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
証
明
書
を
も
つ
て
足
り
る
。
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（
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
）

（
法
第
二
十
一
条
の
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の

第
七
条

前
各
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の

三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
）

規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
金
銭
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
を

第
七
条

前
各
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
一
条
の
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

た
金
銭
（
法
第
二
十
一
条
の
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
中
「
第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
」
と
あ

第
一
条

第
六
十
二
条
の
八
第
一

第
六
十
二
条
の
十
七
第

る
の
は
「
第
六
十
一
条
の
九
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
十
一
条
の
八

項

一
項

第
一
項
」
と
、
「
様
式
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
四
」
と
、
「
同
条
第

様
式
第
一

様
式
第
四

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
十
一
条
の
九
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第

第
二
条
第
一
項

第
六
十
二
条
の
八
第
二

第
六
十
二
条
の
十
七
第

六
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
第
六
十
一
条
の
八
第
二

項

二
項

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
の
九
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
十

第
六
十
九
条
の
六
第
六

第
六
十
九
条
の
十
二
第

一
条
の
八
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
一
条
の
三
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

項

六
項

二
十
一
条
の
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
三
第
六

様
式
第
二

様
式
第
五

項
」
と
、
「
様
式
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
五
」
と
、
同
条
第
二
項
中

第
二
条
第
二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
一

第
六
十
九
条
の
十
二
第

「
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の

項
又
は
第
二
項

一
項
又
は
第
二
項

三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二

第
三
条

前
条
第
一
項

第
七
条
に
お
い
て
準
用

項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
一
条
の
三
の
二
第
五

す
る
前
条
第
一
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
」
と
、
第
三
条
中
「
前

第
四
条
第
一
項

第
六
十
二
条
の
八
第
三

第
六
十
二
条
の
十
七
第

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
一
項
」

項

三
項

と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
第
六
十
一
条
の
八
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六

第
五
条
第
一
項

第
六
十
九
条
の
六
第
八

第
六
十
九
条
の
十
二
第

十
一
条
の
九
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
十
一
条
の
八
第
三
項
」
と
、

項
第
三
号

八
項
第
三
号

第
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
三
第
八
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

輸
出
者

輸
入
者

二
十
一
条
の
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
三
第
八

第
五
条
第
二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
八

第
六
十
九
条
の
十
二
第

項
第
三
号
」
と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
一
条
の
三
の

項
第
一
号
若
し
く
は
第

八
項
第
一
号
若
し
く
は

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
」
と
、
同
条
第
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二
号

第
二
号

二
項
中
「
第
二
十
一
条
の
三
第
八
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
と
あ
る
の

前
条

前
条
第
二
項

次
条
に
お
い
て
準
用
す

は
「
第
二
十
一
条
の
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の

る
前
条
第
二
項

三
第
八
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
と
、
「
同
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
二
十
一
条
の
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の

三
第
八
項
第
三
号
」
と
、
「
同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
二
十
一
条
の
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の

三
第
八
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
と
、
前
条
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
法
第
六
十
九
条
の
十
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
の
十

（
法
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
）

二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
）

第
八
条

第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項

第
八
条

第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
六
十
九
条
の
十
三
第
五

の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
金
銭
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
中
「
第

に
よ
り
供
託
さ
れ
た
金
銭
（
法
第
六
十
九
条
の
十
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用

六
十
一
条
の
八
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
の
十
三
に
お
い
て
準

す
る
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）

用
す
る
令
第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
」
と
、
「
様
式
第
一
」
と
あ
る
の
は
「

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

様
式
第
六
」
と
、
「
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
六
十
一
条
の
十
三

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
第
六
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
の
十
三
に
お
い

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

て
準
用
す
る
令
第
六
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十
一
条
の
三
第
六

第
一
条

第
六
十
二
条
の
八
第
一

第
六
十
二
条
の
二
十
に

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
五
第
七
項
」
と
、
「
様
式
第
二
」
と
あ

項

お
い
て
準
用
す
る
令
第

る
の
は
「
様
式
第
七
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
又

六
十
二
条
の
十
七
第
一

は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
」
と
、
「
同
条
第
三

項

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
」
と
、
第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ

様
式
第
一

様
式
第
六

る
の
は
「
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
一
項
」
と
、
第
四
条
第
一

同
条
第
二
項

令
第
六
十
二
条
の
二
十

項
中
「
第
六
十
一
条
の
八
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
の
十
三
に
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に
お
い
て
準
用
す
る
令

お
い
て
準
用
す
る
令
第
六
十
一
条
の
八
第
三
項
」
と
、
第
五
条
第
一
項
中
「

第
六
十
二
条
の
十
七
第

第
二
十
一
条
の
三
第
八
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
五
第
九

二
項

項
第
一
号
」
と
、
「
貨
物
の
輸
入
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
立
特
許
権
者
等
」

第
二
条
第
一
項

第
六
十
二
条
の
八
第
二

第
六
十
二
条
の
二
十
に

と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
の
三
第
八
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

項

お
い
て
準
用
す
る
令
第

の
通
知
を
し
た
と
き
、
同
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
五
第

六
十
二
条
の
十
七
第
二

九
項
第
一
号
」
と
、
「
同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
同

項

項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
」
と
、
「
当
該
通
知
、
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

第
六
十
九
条
の
六
第
六

第
六
十
九
条
の
十
三
第

」
と
、
「
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
な
け
れ
ば

項

五
項
に
お
い
て
準
用
す

な
ら
な
い
。
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
法
第
六
十
九
条
の
十

る
」
と
、
第
六
条
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
条
に
お
い
て
準

二
第
六
項

用
す
る
前
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
二

様
式
第
七

第
二
条
第
二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
一

第
六
十
九
条
の
十
三
第

項
又
は
第
二
項

五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
六
十
九
条
の
十

二
第
一
項
又
は
第
二
項

同
条
第
三
項

法
第
六
十
九
条
の
十
三

第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
六
十
九
条
の

十
二
第
三
項

第
三
条

前
条
第
一
項

第
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
一
項

第
四
条
第
一
項

第
六
十
二
条
の
八
第
三

第
六
十
二
条
の
二
十
に

項

お
い
て
準
用
す
る
令
第

六
十
二
条
の
十
七
第
三

項
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第
五
条
第
一
項

第
六
十
九
条
の
六
第
八

第
六
十
九
条
の
十
三
第

項
第
三
号

五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
六
十
九
条
の
十

二
第
八
項
第
三
号

同
条
第
一
項

法
第
六
十
九
条
の
十
三

第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
六
十
九
条
の

十
二
第
一
項

輸
出
者

輸
入
者

第
五
条
第
二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
八

第
六
十
九
条
の
十
三
第

項
第
一
号
若
し
く
は
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す

二
号

る
法
第
六
十
九
条
の
十

二
第
八
項
第
一
号
若
し

く
は
第
二
号

同
項
第
三
号

法
第
六
十
九
条
の
十
三

第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
六
十
九
条
の

十
二
第
八
項
第
三
号

同
項
第
四
号
若
し
く
は

法
第
六
十
九
条
の
十
三

第
五
号

第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
六
十
九
条
の

十
二
第
八
項
第
四
号
若

し
く
は
第
五
号

第
六
条

前
条
第
二
項

第
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
二
項
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（
法
第
六
十
九
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
）

第
九
条

第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
六
十
九
条
の
十
七
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
た
金
銭
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証

券
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
一
条

第
六
十
二
条
の
八
第
一

第
六
十
二
条
の
二
十
七

項

に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
六
十
二
条
の
十
七
第

一
項

様
式
第
一

様
式
第
八

同
条
第
二
項

令
第
六
十
二
条
の
二
十

七
に
お
い
て
準
用
す
る

令
第
六
十
二
条
の
十
七

第
二
項

第
二
条
第
一
項

第
六
十
二
条
の
八
第
二

第
六
十
二
条
の
二
十
七

項

に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
六
十
二
条
の
十
七
第

二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
六

第
六
十
九
条
の
十
七
第

項

七
項

様
式
第
二

様
式
第
九

第
二
条
第
二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
一

第
六
十
九
条
の
十
七
第

項
又
は
第
二
項

三
項
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同
条
第
三
項

同
条
第
四
項

第
三
条

前
条
第
一
項

第
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
一
項

第
四
条
第
一
項

第
六
十
二
条
の
八
第
三

第
六
十
二
条
の
二
十
七

項

に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
六
十
二
条
の
十
七
第

三
項

第
五
条
第
一
項

第
六
十
九
条
の
六
第
八

第
六
十
九
条
の
十
七
第

項
第
三
号

九
項
第
一
号

貨
物
の
輸
出
者

申
立
特
許
権
者
等

第
五
条
第
二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
八

第
六
十
九
条
の
十
七
第

項
第
一
号
若
し
く
は
第

九
項
第
一
号

二
号
の
通
知
を
し
た
と

き
、
同
項
第
三
号

同
項
第
四
号
若
し
く
は

同
項
第
二
号
若
し
く
は

第
五
号

第
三
号

当
該
通
知
、

当
該

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

な
い
。
同
項
第
四
号
に

該
当
す
る
も
の
と
認
め

た
と
き
も
、
同
様
と
す

る

第
六
条

前
条
第
二
項

第
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
二
項
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（
法
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
）

第
十
条

第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
六
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ

た
金
銭
（
法
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
の
六
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
一
条

第
六
十
二
条
の
八
第
一

第
六
十
五
条
に
お
い
て

項

準
用
す
る
令
第
六
十
二

条
の
八
第
一
項

様
式
第
一

様
式
第
十

同
条
第
二
項

令
第
六
十
五
条
に
お
い

て
準
用
す
る
令
第
六
十

二
条
の
八
第
二
項

第
二
条
第
一
項

第
六
十
二
条
の
八
第
二

第
六
十
五
条
に
お
い
て

項

準
用
す
る
令
第
六
十
二

条
の
八
第
二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
六

第
七
十
五
条
に
お
い
て

項

準
用
す
る
法
第
六
十
九

の
六
第
六
項

様
式
第
二

様
式
第
十
一

第
二
条
第
二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
一

第
七
十
五
条
に
お
い
て

項
又
は
第
二
項

準
用
す
る
法
第
六
十
九

条
の
六
第
一
項
又
は
第
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二
項

同
条
第
三
項

法
第
七
十
五
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
十

九
条
の
六
第
三
項

第
三
条

前
条
第
一
項

第
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
一
項

第
四
条
第
一
項

第
六
十
二
条
の
八
第
三

第
六
十
五
条
に
お
い
て

項

準
用
す
る
令
第
六
十
二

条
の
八
第
三
項

第
五
条
第
一
項

第
六
十
九
条
の
六
第
八

第
七
十
五
条
に
お
い
て

項
第
三
号

準
用
す
る
法
第
六
十
九

条
の
六
第
八
項
第
三
号

同
条
第
一
項

法
第
七
十
五
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
十

九
条
の
六
第
一
項

輸
出
者

積
戻
し
を
し
た
者

第
五
条
第
二
項

第
六
十
九
条
の
六
第
八

第
七
十
五
条
に
お
い
て

項
第
一
号
若
し
く
は
第

準
用
す
る
法
第
六
十
九

二
号

条
の
六
第
八
項
第
一
号

若
し
く
は
第
二
号

同
項
第
三
号

法
第
七
十
五
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
十

九
条
の
六
第
八
項
第
三

号

同
項
第
四
号
若
し
く
は

法
第
七
十
五
条
に
お
い

第
五
号

て
準
用
す
る
法
第
六
十
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九
条
の
六
第
八
項
第
四

号
若
し
く
は
第
五
号

第
六
条

前
条
第
二
項

第
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
二
項

（
供
託
規
則
の
適
用
）

（
供
託
規
則
の
適
用
）

第
十
一
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
担
保
の
払
渡
し
に
つ
い
て
は

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
担
保
の
払
渡
し
に
つ
い
て
は
、

、
供
託
規
則
の
手
続
に
よ
る
。

供
託
規
則
の
手
続
に
よ
る
。


